
平
成
十
九
年
十
一
月
十
六
日
提
出

質

問

第

二

三

三

号

市
町
村
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

佐

々

木

憲

昭
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市
町
村
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
六
月
施
行
の
「
改
正
消
防
組
織
法
」
に
基
づ
く
消
防
の
広
域
化
が
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

三
重
県
で
は
、
全
県
一
元
化
な
ど
の
統
合
案
が
浮
上
、
そ
の
後
、
一
元
化
を
含
む
七
案
が
提
示
さ
れ
、
県
議
会
や
各
消
防
組
合

な
ど
の
討
議
に
付
さ
れ
て
い
る
。
愛
知
県
で
は
、
現
在
三
十
七
あ
る
消
防
本
部
を
九
つ
に
大
削
減
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。し

か
し
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
対
し
、
様
々
な
批
判
や
消
防
力
の
低
下
を
危
惧
す
る
声
が
各
地
で
起
き
て
い
る
の
が
実
状
で
あ

る
。
前
掲
の
三
重
県
で
は
、
「
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
内
容
は
あ
ま
り
に
強
引
。
今
以
上
に
広
域
に
な
る
と
、
装
備
が
充
実
す

る
よ
り
も
対
応
力
が
低
下
す
る
の
で
は
な
い
か
」
「
自
主
的
と
い
う
が
、
こ
れ
ま
で
市
町
村
レ
ベ
ル
で
の
自
主
的
検
討
は
行
わ

れ
て
き
て
い
る
の
か
」
（
松
阪
地
区
広
域
消
防
組
合
全
員
協
議
会
）
な
ど
、
批
判
の
声
が
続
出
し
た
と
聞
く
（
「
夕
刊
三
重
」

〇
七
年
十
月
十
六
日
付
）
。
広
域
化
案
の
と
り
ま
と
め
を
依
頼
さ
れ
た
同
県
消
防
長
会
の
一
員
で
も
あ
る
消
防
長
か
ら
も
、

「
（
広
域
化
は
）
必
要
と
考
え
て
い
な
い
」
「
拙
速
」
「
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
の
で
は
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い

る
。市

町
村
の
消
防
力
を
強
化
し
、
火
災
等
の
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
守
る
の
が
本
来
の
消
防
の
あ
り
方
で
あ

一



る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
、
広
域
化
推
進
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
諸
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
消
防
本
来
の
使
命
に
も
相
反
す
る
事

態
と
な
り
か
ね
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

市
町
村
消
防
の
広
域
化
に
つ
い
て
は
「
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針
」
（
〇
六
年
七
月
十
二
日
、
以
下

「
広
域
化
指
針
」
）
で
、
都
道
府
県
が
遅
く
と
も
平
成
十
九
年
度
中
に
は
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
ま
で
含
め
た
「
消

防
広
域
化
推
進
計
画
」
（
以
下
「
推
進
計
画
」
）
を
策
定
し
て
市
町
村
長
等
に
示
し
、
市
町
村
は
「
五
年
度
以
内
（
平
成
二

十
四
年
度
ま
で
）
を
目
途
に
広
域
化
を
実
現
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

消
防
組
織
法
や
「
広
域
化
指
針
」
で
は
、
広
域
化
に
つ
い
て
「
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
」
と
い
う
文
言
が
随

所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
一
方
、
対
象
と
す
る
市
町
村
や
期
限
ま
で
明
確
に
し
て
広
域
化
の
「
推
進
」
を
図
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、
事
実
上
の
強
制
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
示
し
た
わ
が
党
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
政
府
は

「
広
域
化
を
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
（
〇
六
年
六
月
一
日
、
第
百
六
十
四
国
会
衆
議
院
総
務
委
員
会
、
板
倉
敏

和
消
防
庁
長
官＝

当
時
）
と
答
弁
、
「
法
律
の
条
文
上
も
、
市
町
村
は
、
『
広
域
化
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議

に
よ
り
、
』
『
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
』
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
あ
ら
わ
し
て
い

二



る
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
（
同
前
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
推
進
計
画
」
の
作
成
期
限
が
迫
り
、
広
域
化
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
る
現
場
で
は
、
「
も
う
決
ま
っ
た
こ

と
」
「
実
施
あ
る
の
み
」
と
い
っ
た
議
論
が
見
ら
れ
、
戸
惑
い
や
批
判
の
声
が
各
地
か
ら
聞
か
れ
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
質
問
す
る
。

（
�
）

政
府
は
第
百
六
十
四
国
会
に
お
け
る
消
防
組
織
法
改
正
案
の
国
会
審
議
に
お
い
て
、
「
今
回
の
法
案
で
ご
ざ
い
ま

す
け
れ
ど
も
…
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
て
…
関
係
者
が
十
分
に
議
論
を
行
う
た
め
の
枠
組
み
を
準
備
し
よ

う
と
す
る
も
の
」
と
そ
の
性
格
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
各
市
町
村
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
の
基
本
指

針
、
都
道
府
県
の
推
進
計
画
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
地
域
の
今
後
の
消
防
防
災
体
制
の
あ
り
方
に
つ

い
て
十
分
に
議
論
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
私
ど
も
は
期
待
し
て
お
り
ま
す
」
（
板
倉
消
防
庁
長
官＝

前
掲
）
と

の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

右
の
こ
と
か
ら
、
消
防
組
織
法
と
「
推
進
計
画
」
の
も
と
で
も
、
合
併
の
必
要
性
を
判
断
し
決
定
す
る
こ
と
は
、

本
来
的
に
市
町
村
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
ま
た
、
市
町
村
が
そ
の
自
主
的
な
判
断
に

よ
っ
て
二
〇
一
二
年
度
ま
で
の
期
間
内
に
広
域
化
を
実
施
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
い
か
な
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
や
不

三



利
益
な
扱
い
も
受
け
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

（
�
）

先
の
法
案
審
議
で
は
、
こ
の
法
案
が
時
限
立
法
に
よ
る
「
新
法
」
の
形
を
含
め
て
種
々
に
議
論
を
し
た
う
え
、

「
消
防
の
広
域
化
と
い
う
の
は
、
一
次
的
な
課
題
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
か
ら
将
来
に
わ
た
っ
て
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
消
防
組
織
法
の
改
正
と
い
う
こ
と
に
し
た
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
鑑
み
て
、
期
間
内
に
広
域
化
を
実
施
し
な
か
っ
た
市
町
村
が
、
そ
の
後
に
広
域

化
を
進
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
国
、
都
道
府
県
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
際
に
差
別
や
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と
は
な

い
か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

（
�
）

わ
が
国
の
消
防
の
原
則
を
定
め
た
消
防
組
織
法
は
第
三
章
の
各
条
で
、
市
町
村
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
消
防
に

責
任
を
有
し
、
市
町
村
消
防
の
管
理
、
費
用
負
担
、
消
防
本
部
等
の
機
関
の
設
置
を
行
う
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い

る
。
ま
た
同
法
第
五
章
で
は
、
各
機
関
相
互
間
の
関
係
に
つ
い
て
「
市
町
村
の
消
防
は
、
消
防
庁
長
官
又
は
都
道
府

県
知
事
の
運
営
管
理
又
は
行
政
管
理
に
服
す
る
こ
と
は
な
い
」
（
第
三
十
六
条
）
と
明
記
し
、
消
防
庁
長
官
が
都
道

府
県
並
び
に
市
町
村
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
に
対
し
て
行
う
の
は
「
助
言
、
勧
告
、
指

導
」
に
限
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
）
。

四



�

こ
の
た
び
の
広
域
化
推
進
を
図
る
「
広
域
化
指
針
」
や
「
推
進
計
画
」
は
市
町
村
が
「
参
考
」
に
す
る
も
の
と

い
う
前
掲
の
政
府
（
消
防
庁
長
官
）
答
弁
に
照
ら
せ
ば
、
市
町
村
が
そ
れ
に
「
服
す
る
」
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
が
、
ど
う
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

も
し
、
「
服
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

「
広
域
化
指
針
」
や
「
推
進
計
画
」
は
、
前
記
消
防
組
織
法
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
の
効
力
を
有
す
る
も

の
か
。
有
す
る
な
ら
ば
、
「
助
言
」
「
勧
告
」
「
指
導
」
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
の
か
。

二

消
防
組
織
法
第
三
十
一
条
は
「
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
こ
れ
を
受
け
て
「
基
本
指
針
」
は
「
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の
対
応
力
が
低
下
す
る
よ

う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
「
指
針
」
一
の
�
）
。

と
こ
ろ
が
政
府
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
、
そ
れ
ま
で
市
町
村
消
防
の
最
小
限
の
施
設
及
び
人
員
に
つ
い
て
定
め
て
い
た

「
消
防
力
の
基
準
」
の
全
部
を
改
定
し
、
新
た
に
「
消
防
力
の
整
備
指
針
」
（
以
下
「
整
備
指
針
」
）
を
定
め
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
「
最
小
限
の
基
準
」
は
「
目
標
と
す
べ
き
消
防
力
の
整
備
水
準
」
と
さ
れ
た
う
え
、
「
施
設
に
係
る
指
針
」
の
項
目

の
各
所
に
「
諸
事
情
（
地
域
に
お
け
る
、
地
勢
、
道
路
事
情
、
建
築
物
の
構
造
等
の
事
情
）
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
」
と
い

五



う
規
定
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
整
備
す
べ
き
消
防
力
の
「
目
標
」
さ
え
大
き
く
減
衰
さ
せ
る
こ
と
に
道
が
開
か
れ

た
。そ

う
し
た
も
と
で
、
地
域
の
消
防
に
責
任
を
負
う
市
町
村
が
備
え
る
べ
き
消
防
力
を
で
き
る
だ
け
早
期
か
つ
十
全
に
整
備

す
る
た
め
の
要
と
な
る
の
は
、
国
の
適
切
な
予
算
措
置
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
広
域
化
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
員
や

装
備
な
ど
に
実
体
的
な
変
化
は
な
く
て
も
、
数
字
上
で
消
防
力
が
「
向
上
し
た
」
こ
と
と
な
っ
た
り
、
実
際
は
減
少
し
て
い

て
も
、
数
字
上
、
従
前
の
水
準
が
維
持
さ
れ
た
り
す
る
現
象
が
生
じ
か
ね
な
い
。
前
掲
の
三
重
県
松
阪
地
域
の
議
会
全
員
協

議
会
で
も
同
様
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
地
域
の
広
域
化
案
で
必
要
な
「
高
度
な
車
両
」
（
は
し
ご
車
、
化
学
消
防

車
）
の
最
低
二
台
は
現
松
阪
消
防
本
部
で
充
足
し
て
い
る
が
、
広
域
化
に
よ
り
実
質
的
に
水
準
が
低
下
し
て
も
な
お
「
充
足

し
て
い
る
」
と
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
深
刻
な
の
は
、
職
員
不
足
で
あ
る
。
総
務
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
職
員
の
基
準
充
足
率
は
七
五
・
五
％
と

な
っ
て
い
る
が
、
地
域
の
不
均
衡
に
注
目
す
る
と
、
事
態
は
重
大
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
日
新
聞
（
二
〇
〇
六
年
七
月
九
日

付
）
の
報
道
に
よ
る
と
、
岐
阜
県
の
東
濃
・
可
児
六
市
の
充
足
率
は
四
四
・
八
％
〜
六
五
・
一
％
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

「
整
備
指
針
」
で
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
に
搭
乗
す
る
隊
員
数
は
「
一
台
に
つ
き
五
人
」
（
特
に
条
件
を
備
え
て
い
る
場
合
を

六



除
く
）
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
各
地
で
そ
れ
を
下
回
る
「
三
人
乗
務
」
の
体
制
の
ま
ま
出
動
さ
せ
る
状
況
が
広

が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
場
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
数
字
合
わ
せ
」
や
机
上
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
消
防
力
を
「
維
持
」
し
た

り
、
わ
ず
か
な
「
改
善
」
を
成
果
と
す
る
こ
と
は
、
厳
し
く
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
質
問
す
る
。

（
�
）

政
府
は
今
後
も
「
整
備
指
針
」
を
完
全
に
達
成
す
る
こ
と
を
不
動
の
方
針
と
し
て
堅
持
し
、
実
行
す
る
立
場
で
あ

る
か
、
ど
う
か
。

（
�
）

全
国
各
消
防
本
部
の
消
防
力
を
、
「
整
備
指
針
」
に
示
す
消
防
力
に
対
す
る
充
足
率
で
示
さ
れ
た
い
。
そ
の
際
、

警
防
要
員
、
予
防
要
員
及
び
総
務
要
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
充
足
率
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

消
防
職
員
は
教
員
な
ど
と
と
も
に
、
国
が
配
置
基
準
を
定
め
る
地
方
公
務
員
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
現

在
、
そ
の
充
足
率
が
長
期
に
わ
た
り
全
国
平
均
で
約
七
五
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
大
な
問

題
で
あ
る
。

�

職
員
充
足
率
が
低
い
水
準
で
長
年
推
移
し
て
い
る
原
因
は
何
か
。

七



�

こ
れ
を
一
〇
〇
％
に
ま
で
充
実
さ
せ
る
方
針
は
今
後
も
堅
持
す
る
の
か
。

�

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
針
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

（
�
）

市
町
村
消
防
に
か
か
わ
る
予
算
の
要
を
な
す
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

消
防
関
係
費
の
算
定
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
際
、
消
防
職
員
に
つ
い
て
一
〇
〇
％
確
保
を
前
提
に
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
算
定
の
根
拠
及
び
方
法
、

数
値
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
整
備
指
針
」
ど
お
り
に
消
防
職
員
を
一
〇
〇
％
充
足
し
た
場
合
に
要
す
る
地
方
交
付
税
の
額
は
い
く
ら
に
な

る
か
、
今
年
度
の
数
値
で
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

総
務
省
消
防
庁
（
消
防
広
域
化
推
進
本
部
）
が
示
し
て
い
る
「
消
防
広
域
化
推
進
関
係
資
料
集
」
（
二
〇
〇
七
年

四
月
）
に
あ
る
「
将
来
人
口
減
少
に
伴
う
消
防
職
員
数
の
変
化
」
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

こ
こ
に
掲
げ
る
Ａ
か
ら
�
の
各
消
防
本
部
中
に
あ
る
消
防
職
員
数
を
、
「
整
備
指
針
」
で
算
定
し
た
場
合
の
人

員
は
い
く
ら
に
な
る
か
を
示
さ
れ
た
い
。

�

右
記
Ａ
か
ら
�
の
消
防
本
部
が
単
一
消
防
本
部
と
な
っ
た
場
合
の
消
防
力
に
つ
い
て
、
広
域
化
前
と
広
域
化
後

八



の
対
比
で
示
さ
れ
た
い
。

三

人
口
三
十
万
人
規
模
の
消
防
本
部
と
人
口
五
万
人
規
模
の
消
防
本
部
が
「
市
町
村
の
広
域
化
」
に
よ
り
同
一
の
消
防
本
部

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
人
口
五
万
人
規
模
の
消
防
職
員
の
「
階
級
」
に
変
動
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う

か
。
あ
わ
せ
て
、
「
階
級
」
の
変
動
が
生
ず
る
場
合
の
、
消
防
本
部
間
の
規
模
の
格
差
に
係
る
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

四

消
防
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
整
備
に
は
、
基
地
局
及
び
移
動
局
（
消
防
自
動
車
積
載
無
線
、
携
帯
無
線
等
）
等
の
更
新
が
必

要
と
な
る
。
以
下
、
関
連
し
て
質
問
す
る
。

（
�
）

都
道
府
県
を
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
た
場
合
の
デ
ジ
タ
ル
化
基
地
局
に
要
す
る
費
用
の
概
算
及
び
そ
の
費
用
を
負

担
す
る
機
関
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

人
口
三
十
万
人
規
模
の
消
防
本
部
、
人
口
五
十
万
人
規
模
の
消
防
本
部
、
人
口
百
万
人
規
模
の
消
防
本
部
及
び
人

口
二
百
万
人
規
模
の
消
防
本
部
に
お
け
る
消
防
本
部
の
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
要
す
る
費
用
の
概
算
と
内
訳
が
ど
の
よ
う

に
見
込
ま
れ
て
い
る
か
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

九


